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総 数 一 般 精神
※1

結核
※2 療 養 感染症

※3

671    10,439 5,785   2,193 25     2,430 6           

683    10,401 5,754   2,193 25     2,423 6           

685    10,142 5,557   2,180 25     2,374 6           

679    10,069 5,484   2,180 25     2,374 6           

684    10,065 5,481   2,180 25     2,374 6           

690    10,024  5,444   2,173 25     2,374 8           

44     9,574   5,018   2,173 25     2,350 8           

国 立 4       1,950   1,862   88     -       -       -           

県 立 1       630     628     -       -       -       2           

市 立 1       311     280     -       25     -       6           

日 赤 1       262     262     -       -       -       -           

済 生 会 1       260     260     -       -       -       -           

全 国 社会 保険 協会
連 合 会

-       -        -        -       -       -       -           

共済組合及び連合会 1       125     125     -       -       -       -           

法 人 34     5,996   1,601   2,085 -       2,310 -           

個 人 1       40       -        -       -       40     -           

421    450     426     -       -       24     -           

有 床 33     450     426     -       -       24     -           

無 床 388    -        -        -       -       -       -           

225    -        -        -       -       -       -           

※３：第一種感染症指定医療機関（石川県立中央病院）第二種感染症指定医療機関（金沢市立病院）

5-1-2　その他の施設 平成30年3月31日現在

12

339 ※

205

67

21 ※

※出張専業を含む

5-1-1　医療施設及び病床数

病　　院

平 成 29 年 度

平成30年3月31日現在

※１：精神科病床のみの病院 ７、精神科病床を有する病院 ３ 

病 床 数
施設数区 分

一 般　診　療　所

歯　科　診　療　所

平 成 27 年 度

平 成 24 年 度

平 成 25 年 度

区　　　　　　分

平 成 26 年 度

平 成 28 年 度

助 産 所

※２：結核病床を有する病院（金沢市立病院）

施 設 数

衛 生 検 査 所

施術所（あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう）

歯 科 技 工 所

施 術 所 （ 柔 道 整 復 ）
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合 計 1,085 240.4 20 6.7 300 66 112 5,387 594 912.3 357.9 227.5 20.1 63.8

国 519 124.0 14 6.2 93 52 41 1,697 5 74.0 45.0 21.0 13.0 13.0

公 的 医 療 機 関 277 10.0 3 0.0 60 2 43 1,324 15 81.4 58.4 26.0 4.1 12.7

社会保険関係団体 15 6.3 - 0.0 8 - - 136 - 16.7 13.0 2.4 - 1.0

医 療 法 人 229 79.0 3 0.5 120 3 12 1,901 496 670.1 188.5 137.7 3.0 22.0

個 人 7 0.8 - 0.0 3 - - 22 12 8.3 7.0 - - -

そ の 他 38 20.3 - 0.0 16 9 16 307 66 61.8 46.0 40.4 - 15.1

注：

44 44 

33 5   

15 

5   

21 ※ 1   

67 -   

※ 3   

-   

12 6   

（平成29年度）

対 象 施 設 数 立 入 検 査
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5-1-3　病院（開設者別）の医療従事者数
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施術所（あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう）

歯　　科　　技　　工　　所

病  　　　　　　　　院

一　般　診　療　所　（　有　床　）

388         

225         

339         

歯　　科　　診　　療　　所

助　　　産　　　所

　　　　　　　　※出張専業を含む

2) 医師、歯科医師「常勤」は人数、「非常勤」は常勤換算した人数、薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師は

   全国社会保険協会連合会・共済組合及びその連合会の合計数
3）国は独立行政法人国立病院機構・国立大学法人、公的医療機関は県・市・日赤・済生会、社会保険関係団体は

施　術　所　（　柔　道　整　復　）

5-1-4　立入検査

　医療施設等(衛生検査所を含む)に定められた人員、構造設備等を有し、適切な管理がなされているか否
かについて立入検査を実施する。

一　般　診　療　所　（　無　床　）

   「常勤・非常勤」の実人員数、前記以外の従事者は常勤換算した人数

衛　　生　　検　　査　　所
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- 19.1 4.0 243.1 - 301.7 2.0 86.0 17.0 26.0 128.2 34.4 74.0 48.6 444.5 87.7 64.5 992.1 388.0

- 3.8 2.0 76.9 - 105.9 2.0 26.0 - - 23.6 - 1.0 5.0 24.0 34.6 11.0 255.2 79.0

- 5.4 1.0 56.1 - 81.9 - 26.0 1.0 - 26.3 3.4 - 5.4 12.0 10.2 9.8 197.6 36.5

- - - 6.8 - 6.5 - 4.0 - - 3.0 - - - - - 3.0 29.2 0.9

- 9.9 1.0 84.2 - 79.1 - 21.0 14.0 26.0 62.3 24.0 73.0 30.2 370.0 39.9 32.1 428.2 182.9

- - - 2.0 - 1.3 - - 2.0 - 2.0 4.0 - - - - - 10.0 5.5

- - - 17.1 - 27.0 - 9.0 - - 11.0 3.0 - 8.0 38.5 3.0 8.6 71.9 83.2
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5-1-5　薬事業務

一 般
販売業

0 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - -

特 例
販売業

1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - -

店舗販
売 業

120 - 6 6 43 13 - 121 64 12 11 98 54 - 123 15 7 5 23 5 - 123 18 8 7 29 13 -

薬 局 213 21 21 7 95 25 - 210 43 12 15 92 28 - 220 26 16 6 51 23 - 228 39 16 10 66 39 -

高度管
理医療
機器等
販売業

465 28 33 35 155 27 - 476 139 51 40 178 37 - 466 42 42 51 70 24 -

5-1-6　毒物劇物販売業監視業務

一 般
販売業

309 20 14 21 45 7 - 296 32 10 23 53 21 - 294 72 17 19 70 28 - 285 44 10 24 49 14 -

農 業
品 目

販売業
29 - - - 13 - - 27 2 - 2 4 1 - 26 8 - 1 11 1 - 26 4 1 1 6 - -

特 定
品 目

販売業
8 - - 1 1 - - 8 - - - - - - 7 1 - 1 2 1 - 8 1 1 - 1 1 -

電 気
めっき
事 業

7 - - - - - - 7 - - - 6 - - 7 - - - - - - 7 - - - - - -

毒物劇
物運送
事 業

1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
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平成26年度 平成28年度 平成29年度

総 件 数 97 171 203 263

電 話 85 161 195 251

面 接 10 9 7 12

文 書 2 1 1 -

電 話 （ 平 均 ） 18 16 19 14.2

面 接 （ 平 均 ） 41.5 29 53 43.4

5-1-7-b　相談内容 （平成29年度） 5-1-7-c　相談者 （平成29年度）

件　　数 件 数

　医療行為・医療内容 29 148

　コミュニケーションに関すること 39 102

　医療機関等の施設基準 1 13

　医療情報の取り扱い 5 263

うち、カルテ開示 2

うち、セカンドオピニオン 1 5-1-7-ｄ　対応等 （平成29年度）

うち、診断書等の文書 1 件 数

　医療機関等の紹介、案内 68 -

　医療費（診療報酬等） 14 12

　医療知識を問うもの 59 1

うち、健康や病気に関すること 44 13

うち、薬（品）に関すること 2

13
※その他の内容

　その他 48 医療機関の選び方・関わり方について、

263 話を聞いてほしい、

高齢者施設に入所する家族からの相談、

医療相談窓口とは何をしてくれるか、など

そ　の　他

計

区　　　　分

立入検査

区　　　　分

5-1-7　医療に関する相談事業

5-1-7-a　相談件数・時間

区　　　　分

方　法　別

相談時間(分)

うち、医療・介護・福祉制度に
関すること

計

医療機関へ情報提供

関係機関連絡

計

　平成１５年８月から専用電話による、医療相談窓口を開設。
　医療に関する市民の相談や苦情に対応し、医療機関への情報提供・助言等を実施することにより、医療の安
全と信頼を高めるとともに、医療機関における患者サービスの向上を図る。
　事業の適切な運営確保のため、医療安全支援事業推進協議会を設置。

平成27年度

区　　　　分

本　　　　人

家　族　等
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